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岡山大学研究ポリシー

平成１６年 ４月１日制定
平成１８年１２月４日改定

岡山大学は ”高度な知の創成と的確な知の継承”を理念とし ”人類社会の持続的進化のための新、 、
たなパラダイム構築”を目的としている。さらに、岡山大学は、研究活動に対して基本的目標を掲げ

ている。岡山大学におけるあらゆる活動の源泉は、先進的かつ高度な研究の推進であり、常に世界最
高水準の研究成果を生み出すことをその主題とし、国際的に上位の研究機関となるよう指向すること
である。

このような岡山大学の理念、目的および研究目標を達成するために、岡山大学に所属する全ての研
究者は、自らの自由な発想のもとに真理を探究する権利を享受するとともに、専門家として国民の負
託にこたえなけらばならない重大な責務を有する。

、 。このため岡山大学は 研究者の自律性に依拠する行動規範に関わる以下の研究ポリシーを制定する

１ 研究の自由

岡山大学は、研究者の自発的意志と自律性に基づく真理探究に関する活動を尊び、学問研究、思
想、及び表現の自由を保障する。

２ 研究の倫理性
研究者は、人間の尊厳、健康及び生命の安全に関する権利を尊重する。人権やプライバシーを守
り、遺伝子組換えや動物実験等に関する倫理規範と関連規程を遵守する。

３ 研究の自律性
研究者は、研究成果を学問体系の中に位置づけ、その成果が社会に及ぼす影響を省察する。

４ 研究の公開性
、 、 、 。研究者は 学術研究の成果を論文 著書等として公表し 研究者相互の評価に積極的に参加する

５ 研究の社会性
岡山大学は、研究成果の公表に留まらず、その影響や効果について広報活動等を通して社会に還
元し、貢献する。

６ 研究成果の帰属
研究によって得られた知的財産は、原則として岡山大学に帰属する。研究者は、知的財産に関わ

る研究成果の公表や特許の申請について、関連規程等を遵守する。

７ 研究の遂行

研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、誠実に行動し、研
究・調査データの記録保持や厳正な取扱いを徹底するとともに、ねつ造、改ざん、盗用などの不正
行為を行わない。

８ 研究費の使用
研究者は、研究費の使用等に当たっては、法令や関係規則等を遵守する。

９ 利益相反の回避
研究者は、自らの行動において利益相反の有無に十分注意を払い、そのような立場を回避する。

さらに、国立大学法人岡山大学利益相反ポリシーを遵守する。

１０ 研究環境の確立

研究者は、責任ある研究を行うことのできる公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務である
ことを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に関する取組に積極
的に参加する。


